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　　本県選手が全国レベルの競技会や国際大会で活躍
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［法人の概要］

出資法人等経営評価書（公益法人会計用）

平成１9年７月１日現在

　

　

財団法人茨城県体育協会

設　立
目　的

　本県開催の第２９回国民体育大会の準備協力体制の確立が強く要望されているときに，責任体制を
確立し，事業を積極的に推進し，本県体育の飛躍的振興をはかるため設立。
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平成１９年

49 26 0計

　各種体育施設を有する堀原運動公園，笠松運動公園
及び里美野外活動センターは，豊かな緑につつまれ，県
民に憩いの場を提供するとともに，地域住民や関係団
体との連携を図り各施設の特色を活かしながら，競技ス
ポーツの充実やスポーツ・レクリエーション活動推進の
場として，効果的な活用と一層の利用促進を図り指定管
理者として管理運営に万全を期する。

千円

千円
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することは，本県のスポーツ振興はもとより，県民に夢と
希望を与え，明るく活力ある社会の形成に貢献すること
から，各種大会において優秀な成績を収めるため，選手
を育成強化し，競技力の向上を図るとともに，本県の体
育・スポーツの振興に寄与する。
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　本県スポーツ少年団は，社会の国際化，情報化など時
代の変化に対応できる「明るく，楽しく，個性あふれる人
間性豊かな青少年の育成」を目的にスポーツ大会，全
国・関東・県内交流会，国際交流事業などを実施し，青
少年にスポーツを振興し，健全な心身の育成に資する。

50 27 033

２３年１月14 35 ４５歳７月3 5 13

0
合計 平均年齢

49 26 0

当期常勤職員
の年齢構成

２０代以下
計

３０代 ４０代 平均勤続年数
54

５０代以上

1



［収支の状況］ 　

収入合計

支出合計

当期収支差額

正味財産増加額

正味財産減少額

資産

（単位：千円）

120,797

173 232流動資産
財

収

支

の

状

況

事業外支出

うち管理費

うち人件費

当期正味財産増減額

前期繰越正味財産

期末正味財産

区　　　　分

事業収入

事業外収入

事業支出
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1,252,694
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1,261,615

1,225,050

36,565

1,323,411

1,310,243

13,168

財団法人茨城県体育協会

負債

正味財産

［平成１８年度の補助金等の目的・内容等］

　

損失補償・債務保証

1,020,8711,238,837

93%

　

92%

　

　

委託金

運動公園等管理費，県民総体兼国体茨城県大会費，スポーツ少年団スポーツ大会費
などの委託金により，スポーツ振興の基盤となる運動公園等施設の管理や，スポーツ
を通じての青少年の健全育成 誰もが気軽にできるスポ ツの普及などを通じて 県民

支　　出　　項　　目 目     　的　 ・ 　内　      容　・　効　　　　果

補助金

人件費，競技力向上費，国民体育大会費，県体育協会育成費などの補助金により，本
県選手の競技力向上を図るとともに，国民体育大会へ監督・選手を派遣する。本県選
手が各種大会で活躍することは，本県のスポーツ振興や明るく活力ある社会の形成に
貢献している。
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（単位：千円）
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財政的関与の割合（％）
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0
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00
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0

28,08121,454

106,549

128,748

129,231

125,519

委託金 を通じての青少年の健全育成，誰もが気軽にできるスポーツの普及などを通じて，県民
の健康で生きがいのある生活に寄与している。

貸付金  
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組織，人事，財務等の内部管理体
制が適切に整備・運用され，かつ
情報公開による透明性の確保が適
切か

計画性

目的適合性

法人の財務体質が健全であるか，
また，各事業の採算性がとれてい
るか

健全性

経営目的，経営方針が各種計画に
反映され，計画・実行・見直しが行
われているか

法人が行っている事業と当初の設
立目的が適合しているか

《評価の視点》

組織運営の
適正性

57.8%

70.0%

34.4%

合計
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公益法人会計用
財団法人茨城県体育協会

警　戒　指　標

効率性
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経営評価レーダーチャート

 
 

計画性

組織の管理運営上における人的・
物的な経営資源が有効活用されて
いるか

各評価項目については，「出資法人等
経営評価指標及び評価基準等」を参照

効率性

当協会は概ね良好な経営を維持しているが，収入の大部分を占める県の補助金・委託金が減少傾
向にあるため，賛助会員の維持・拡大のための方策を推進するとともに，指定管理者として，なお一
層の施設の有効活用とスポーツ振興のために有益な自主事業等を計画，実施することにより自主財
源の確保を図っていくとともに，より経済的・効率的な施設の管理運営に努めていく。
　今後とも，当協会の基本方針である「県民総参加によるスポーツの振興」を目指し，「生涯スポーツ

推進 「競技 向 「 営体育施 等 管 営 努 く 年度策定

健全性 効率性
当協会は県と一体となり
本県スポーツの振興を
図っているため，県補助
金・県委託金の依存度
が高いが，競技力向上
を始めとした事業におい
て，独自な内容の事業展
開を図り，より事業効果
を上げるため，自主財源
の充実を推進している。
今後とも目的に沿った事
業の推進のため，賛助
会費をはじめとする自主
財源の確保や，施設の
有効活用とスポーツ振興
のための自主事業を継
続して検討する。

新しい時代に対応した簡
素で効率的な業務運営
を図っていくため策定し
た中期運営計画（１８年
度一部改定）に基づき，
より効率的な事業展開を
図っていくとともに，施設
利用率・人数の増加の
ため，各施設の多目的
な利用が可能であること
を広くＰＲし，積極的な情
報発信を行うとともに，
利用者に愛され親しまれ
る施設になるよう利用者
へのサービス向上に努
める。

［法人の自己評価（経営概況，経営上の課題・対策等）］

る

今後の事業展開の方向

目的適合性 組織運営の適正性
平成１６年度から平成２
０年度までの５年間を計
画期間とした，当協会運
営の指針となる中期運
営計画を１６年度策定
し，毎年度において進行
管理を実施した。今後も
計画に沿った事業展開
を図るため，毎年度ごと
に進ちょく状況を検証
し，進行管理を適切に実
施する。なお，計画期間
の中間期にあたる平成
１８年度には，過去の実
績・成果を踏まえるとと
もに指定管理者としての
方策等，計画内容の見
直しを行った。

余暇活動の増大からス
ポーツ活動に求められる
役割の重要性や，高齢
化社会の進展により中高
年層の生涯スポーツへ
の関心が高まっている状
況の中，各事業はそれぞ
れ当協会の基本方針で
ある「県民総参加による
スポーツの振興」に寄与
している。特に平成１８年
４月からは指定管理者と
して，県民のサービス向
上をより一層図るため，
スポーツ振興事業の開
催や利用促進と経費削
減に努める。

生涯スポーツの推進と
県民へのサービスを向
上させるため，指定管
理者制度に対応するた
め当協会の体育施設に
利用サービス課を設置
し，利用者の利便性向
上を図り，併せて利用
促進対策として，より積
極的な広報活動の企画
と各種大会・イベント等
を誘致し，利用者の
ニーズへの対応と利用
促進を推進する組織の
体制を整備している。

組織運営の適

正性
健全性

活動の推進」「競技力の向上」「県営体育施設等の管理運営」に努めていくため，１６年度策定し１８
年度に見直しを行った中期運営計画に基づき，進行管理を適切に実施しながら各施策を推進して行
く。
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［法人を担当する課の意見］

平成18年度は「中期運営
計画」の中間年であり，過
去の実績・成果や，新たに
導入された指定管理者制
度への対応を踏まえた計
画内容の見直しを図ってお
り，引き続き計画の実効性
を高めていく必要がある。

計画性 効率性健全性組織運営の適正性目的適合性
県民の豊かなスポーツライ
フの推進及び生涯にわたる
健康の保持のために各種
事業を効果的に実施してい
る。競技力の向上において
も国民体育大会天皇杯の
目標順位を定め取り組んで
おり今後とも法人の目的に
適合した積極的な運営を期
待したい。

県の委託事業が多く，ま
た補助金収入依存度も高
く，平成17年度には財政
的関与割合が92％となっ
ていたが，指定管理者制
度導入後の平成18年度に
は10ポイント以上低下し
81％となる等，自立的な
運営を目指しているところ
である。また，正味財産・
流動比率が３年連続で上
昇する等，健全性が向上
しており，今後とも自主事
業の実施等により，自主
財源の充実に努める必要
がある。

笠松運動公園では，３年連
続で利用者数が増加すると
ともに年間利用料収入が１
億円を超える等，各施設の
効果的な活用が図られて
いるところであり，今後と
も，管理経費の効率的な執
行と魅力的な事業の実施
により，利用者の拡大に努
める必要がある。

生涯スポーツの一層の推
進を図るために平成16年
４月に本部事業課内に生
涯スポーツ推進室を設置
し，また，県民サービス向
上のため，17年４月に体
育施設に利用サービス課
を設置するなど，県民ニー
ズへの対応と施設の利用
促進を推進する組織体制
を整備しており，今後とも
一層効率的・効果的な組
織運営に努める必要があ
る。

平成16年度に「中期運営計画」を策定し，同年に体育協会本部内に生涯スポーツ推進室
を設置，17年度には体育施設の組織改編を行い利用サービス課を設置するなど，法人の
目的に沿った積極的な運営に努めている。平成18年度には過去２年間の施策の進捗状況
等に応じて「中期運営計画」の見直しを行ったが，県営体育施設の指定管理者として更な
るコスト削減に努めて効率的な管理運営に努め，利用者ニーズに対応したよりよいサービ
スを提供するとともに，安定した自主財源確保のための新たな方策について検討する必要
がある。

法人担当課の意見
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［総合評価］

緊急の改善措置が必要

　平成１８年度に改定した中期運営計画において，「生涯スポーツ活動の推進」，「競技力
の向上」及び「県営体育施設等の管理・運営」の各事業課題に対応した具体的施策や数値
目標を明示したところである。
　今後とも，関係機関と連携のもと，限られた予算の中で効率的な運営に努めるとともに，
計画の実効性を高めていく必要がある。
　平成１８年度から指定管理に移行した県営体育施設等について，施設利用者数が約１
４％増加したことについては評価できるが，指定管理業務においては，利用者のニーズを
踏まえた質の高いサービスの提供，利用者拡大に向けたイベント・ＰＲの充実等を図るとと
もに，運営方法の見直しなど更なるコスト削減や，安定した利用収入の確保に努めていく
必要がある。

取組みを強化すべき視点 計画性 目的適合性 組織運営の適正性

当法人運営の柱である「生涯スポーツ活動の推進」及び「競技力の向上」を図るため積

健全性 効率性

総合的所見等

概ね良好 改善の余地がある

から県民のみなさまへ＞

　財団法人茨城県体育協会は，「県民総参加によるスポーツの振興」と「競技力向上」の目標に向かって，県民総
合体育大会の開催，スポーツ少年団育成事業，国民体育大会をはじめとする全国規模の競技会で本県選手が活
躍するための選手強化事業など，１人でも多くの県民の皆様がスポーツに親しむ機会を提供し，健康で心豊かな
生活を実現できるよう各種事業の推進に努めております。
　また，スポーツ振興の基盤となる県営体育施設及び野外活動施設の管理運営については，指定管理者制度の
趣旨に基づき，管理コストの節約を図るとともに，イベントの開催やスポーツ教室等の自主事業の拡充を図りなが
ら，県民の皆様に親しまれる，安全で快適な憩いの場としての施設づくりに取組んでおります。
　当協会は今後とも，県民の皆様のスポーツニーズに応じた事業展開を図ってまいりますので，ご支援の程よろし
くお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２０年２月　　会長　角田　芳夫

総合的所見等
に係る対応

　当法人運営の柱である「生涯スポーツ活動の推進」及び「競技力の向上」を図るため積
極的な事業展開に努めるとともに，法人経営の安定を図るため自主事業の開催などによ
る自主財源の確保に引き続き努めるよう指導していく。なお，中期運営計画の実効性を高
めるために，進行管理を適切に実施するように指導していく。
　また，県営体育施設及び野外活動施設の指定管理者として，更なるコスト削減により効
率的な管理運営に努め，施設利用者のニーズに応じたサービスの向上を図るとともに，加
盟競技団体等の協力による競技会の誘致や県民を対象としたスポーツ教室・各種イベント
の実施などにより，県民のスポーツの振興が一層図られるよう指導していく。

＜ 財団法人茨城県体育協会
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